
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和01年05月28日

計画の名称 北海道（第５期）地域住宅計画

計画の期間   平成２９年度 ～   平成３３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 北海道,札幌市,江別市,恵庭市,北広島市,石狩市,新篠津村,函館市,北斗市,松前町,福島町,木古内町,八雲町,江差町,厚沢部町,乙部町,奥尻町,小樽市,島牧村,黒松内町,蘭越町,真狩村,留寿都村,京極町,共和町,泊村,積丹町,古平町,赤井川村,岩見沢

市,赤平市,美唄市,芦別市,三笠市,滝川市,深川市,奈井江町,由仁町,長沼町,栗山町,浦臼町,妹背牛町,秩父別町,雨竜町,北竜町,沼田町,旭川市,士別市,名寄市,富良野市,鷹栖町,東神楽町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町,上富良野町,中富良野

町,南富良野町,和寒町,剣淵町,下川町,美深町,増毛町,羽幌町,遠別町,猿払村,浜頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文町,利尻町,利尻富士町,北見市,網走市,紋別市,斜里町,訓子府町,置戸町,遠軽町,湧別町,滝上町,興部町,西興部村,雄武町,大空町,

室蘭市,苫小牧市,登別市,壮瞥町,白老町,むかわ町,日高町,平取町,新冠町,浦河町,様似町,えりも町,新ひだか町,帯広市,音更町,士幌町,鹿追町,新得町,清水町,更別村,幕別町,大樹町,広尾町,池田町,豊頃町,本別町,足寄町,陸別町,浦幌町,釧路市,釧

路町,厚岸町,浜中町,標茶町,弟子屈町,根室市,中標津町,標津町,羅臼町,ニセコ町,初山別村,津別町,厚真町,千歳市,当別町,知内町,七飯町,鹿部町,森町,上ノ国町,せたな町,寿都町,喜茂別町,倶知安町,岩内町,神恵内村,仁木町,余市町,夕張市,砂川

市,歌志内市,南幌町,上砂川町,月形町,新十津川町,当麻町,占冠村,音威子府村,中川町,留萌市,小平町,苫前町,天塩町,稚内市,清里町,佐呂間町,伊達市,豊浦町,洞爺湖町,安平町,上士幌町,芽室町,中札内村,鶴居村,白糠町,別海町,幌加内町,美幌町,

今金町

計画の目標 １．「安全で安心な暮らし」の創造

　誰もが安全に安心して暮らすことができる住まい・地域づくりを目指す「安全で安心な暮らし」の創造

２．「北海道らしさ」の創造

　北海道の自然特性や社会経済的な課題を踏まえた、北国・北海道らしい住まいづくりを目指す「北海道らしさ」の創造

３．「活力ある住宅関連産業」の創造

　道内経済や地域の活性化に寄与する「活力ある住宅関連産業」の創造

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）             259,257  Ａ             227,091  Ｂ                   0  Ｃ              32,166  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      12.4 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29） （H34）

   1 公的な支援により居住の安定の確保を図るべき世帯に対する公営住宅の供給の促進（公営住宅の供給戸数）

公営住宅の新規建設・買取り・借上げ等による募集戸数＋既存公営住宅の空家募集戸数＋既存公営住宅の建替等による再入居戸数の合計戸数 48000戸 戸 54000戸

   2 若年世帯や子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現（子育て世帯（18歳未満が含まれる世帯）における誘導居住面積水準達成率）

子育て世帯（世帯構成員に18歳未満の者を含む世帯）のうち居住する住宅の面積が誘導居住面積水準以上の割合 44% % 48%

   3 若年世帯や子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現（子育て支援に配慮した公営住宅などを供給している市町村数の割合）

子育て支援に配慮した公的賃貸住宅を供給している市町村数／全市町村数 21% % 40%

   4 地域で支え合い高齢者が安心して暮らせる住生活の実現（サービス付き高齢者向け住宅の登録数）

サービス付き高齢者向け住宅の登録数 15408戸 戸 23500戸

1 案件番号： 0000098709



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29） （H34）

   5 地域で支え合い高齢者が安心して暮らせる住生活の実現（高齢者（65歳以上）が居住する住宅の一定のバリアフリー化率）

高齢者（65歳以上）が居住する住宅における一定のバリアフリー化（「手すり設置（２箇所以上）」または「段差のない屋内」）を満たす住宅の割合 40% % 70%

   6 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保（ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅の整備戸数が公営住宅管理戸数に占める割合）

「北海道公営住宅等安心居住推進方針」に基づき、ユニバーサルデザインの導入が図られた公営住宅の整備戸数の累計が、公営住宅管理戸数に占める割合 5% % 9%

   7 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の供給戸数）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録戸数 0戸 戸 4100戸

   8 「きた住まいる」制度を活用した新たな住宅循環システムの構築（新築住宅を建設した「きた住まいるメンバー」登録者数の割合）

道内で新築住宅を建設する住宅事業者における、きた住まいるメンバーの割合 11% % 38%

   9 リフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新（省エネ基準を満たす住宅ストックの割合）

省エネ基準を満たす住宅ストックの割合 16% % 25%

  10 空き家等の活用・適正管理の推進（空家等対策計画を策定した市町村数の割合）

空家等対策計画を策定した市町村数の割合 3% % 76%

  11 空き家等の活用・適正管理の推進（除却を推進すべき区域における除却予定の空き家住宅、不良住宅及び空き建築物の棟数）

除却を推進すべき区域における除却予定の空き家住宅、不良住宅及び空き建築物の棟数 294棟 棟 0棟

  12 空き家等の活用・適正管理の推進（活用を推進すべき区域における活用予定の空き家住宅及び空き建築物の棟数）

活用を推進すべき区域における活用予定の空き家住宅及び空き建築物の棟数 26棟 棟 0棟

  13 地域を支える住宅関連産業の振興（新たに整備される木造公営住宅における地域材の使用率）

新たに整備される木造公営住宅における地域材の使用率 61% % 65%

  14 地域を支える住宅関連産業の振興（BIS（断熱気密設計施工技術者）の登録数）

BIS（断熱気密設計施工技術者）の登録数 1721名 名 1900名

2 案件番号： 0000098709



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29） （H34）

  15 魅力ある持続可能な住環境の維持・向上（まちなか居住の位置づけとして整備する公営住宅ストック数）

「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき市町村が策定した「中心市街地活性化基本計画」等に位置づけがある市町村営住宅の整備戸数＋同計画に定める中心市街

地の区域内における市町村営住宅の整備戸数＋市町村が策定する住宅マスタープランその他まちなか居住の方針を定める計画に位置づけがある市町村営住宅の整備戸数

4321戸 戸 7200戸

  16 魅力ある持続可能な住環境の維持・向上（生活支援施設を併設している公営住宅団地の戸数）

生活支援施設を併設している公営住宅団地の戸数 6482戸 戸 7500戸

  17 魅力ある持続可能な住環境の維持・向上（街なみ環境整備促進区域内において修景整備が行われた建築物等の数）

街なみ環境整備促進区域内において修景整備が行われた建築物等の数 128件 件 179件

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

北海道（第５期）地域住宅計画においては、H29からH34の６カ年計画のため、システム登録にあたっては、H29-33、H30-34の２つに分けて登録する。

3 案件番号： 0000098709



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29

配分額 (a)              11,864,587

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)              11,864,587

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)              10,800,005

翌年度繰越額 (f)               1,064,582

うち未契約繰越額(g)                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000098709



空き家再生等推進事業に関する事項

法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となる。

法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る
認定の基準の特例の対象となる。（ただし、一定の要件を満たすことが必要）

その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

（１）不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の計画的な除却を推進すべき区域

　北海道全域

（２）不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅又は空き建築物の計画的な活用を推進すべき区域

　北海道全域



事業主体の区分 整備を促進すべき地域

民間供給 倶知安町全域、帯広市全域、網走市全域

公社供給

公共供給
島牧村全域、黒松内町全域、泊村全域、奈井江町全域、浦臼町全域、妹背牛町全域、雨竜町全域、秩父別町全域、北竜町全域、東神楽町全域、愛別町全
域、東川町全域、猿払村全域、清里町全域、津別町全域、置戸町全域、豊浦町全域、壮瞥町全域、厚真町全域、むかわ町全域、中札内村全域、豊頃町全
域、釧路市全域、鶴居村全域

（２）特別な事情のため地域優良賃貸住宅に入居させることが適当と認められる世帯

事業主体の区分 特別な事情のため入居させることが適当と認められる世帯

民間供給

（帯広市）
同居の親族のうちに小学校就学前の児童がいる者又は入居者若しくは同居の配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他
婚姻の予約者も含む。以下同じ。）が妊娠している者で、世帯の所得が15万8千円以下である者
配偶者を得て5年以内の者であって、入居者及び同居の配偶者の満年齢の合計が60歳以下で子のない者で、世帯の所得が15万8千円以下である者
６０歳以上の単身者若しくは片方が６０歳以上である夫婦等である高齢者世帯で、世帯の所得が月額15万8千円以下である者

公社供給

公共供給

（奈井江町、浦臼町、妹背牛町、雨竜町、東神楽町、愛別町、東川町、清里町、津別町、壮瞥町、厚真町、むかわ町、中札内村、鶴居村）公営住宅の収
入超過世帯（現在未入居の世帯も含む）
（島牧村、秩父別町、北竜町、豊頃町、陸別町）公営住宅の収入超過者（現在未入居の世帯も含む）
（猿払村）４０歳以下の単身世帯（現在未入居の世帯も含む）
（津別町）５０歳未満の単身世帯（現在未入居の世帯も含む）
（豊浦町）６５歳以上の単身世帯（現在未入居の世帯も含む）
（島牧村、遠軽町、豊頃町、鶴居村）単身世帯（現在未入居の世帯も含む）

（３）その他

民間住宅等を活用した住宅セーフティネットに関する事項

（１）課題

（２）目標を達成するために必要な事業等の概要

（３）民間賃貸住宅を活用して住宅セーフティネットを強化すべき地域

（１）整備を促進すべき地域

地域優良賃貸住宅の整備に関する事項

　都市再生機構が定めた供給計画に基づく子育て、新婚世帯向けの住宅を供給する。

　住宅確保要配慮者の居住の安定の確保

　住情報提供・相談体制整備、既存住宅の活用、まちなか居住の推進、空家の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅への有効活用等の推進、民間賃貸住宅の活用等により住宅確保要
配慮者の居住安定施策の推進を図る。

　北海道全域



（参考様式３）参考図面　社会資本総合整備計画

計画の名称 北海道（第５期）地域住宅計画

計画の期間 平成29年度　～　平成34年度　（6年間） 北海道ほか１７５市町村（下記のとおり）交付対象

■交付対象
北海道、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、
北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、函館
市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古
内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、江差
町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、
今金町、せたな町、小樽市、島牧村、寿都
町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、
留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共
和町、岩内町、泊村、積丹町、古平町、仁木
町、余市町、赤井川村、夕張市、岩見沢市、
美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、
砂川市、歌志内市、深川市、南幌町、奈井江
町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月
形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父
別町、雨竜町、北竜町、沼田町、旭川市、士
別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽
町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川
町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富
良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、留
萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初
山別村、遠別町、天塩町、稚内市、猿払村、
浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文
町、利尻町、利尻富士町、北見市、網走市、
紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、
訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別
町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大
空町、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、
豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖
町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、新
冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか
町、帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿
追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、
更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、
豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、
弟子屈町、鶴居村、白糠町、根室市、別海
町、中標津町、標津町、羅臼町
　（北海道ほか１７５市町村）
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